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「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇

改
善
臨
時
特
例
事
業
」
の
申

請
数
に
つ
い
て

　
厚
生
労
働
省
が
作
成
し
た
資
料
に
よ

る
と
、
二
〇
二
二
年
三
月
四
日
時
点

で
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善

臨
時
特
例
事
業
」（
以
下
、「
今
回
の
処

遇
改
善
事
業
」）
を
国
に
申
請
し
た
市

町
村
は
一
〇
九
九
で
し
た
。
学
童
保

育
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村
は
全
国

に
一
六
二
四
あ
り
、
そ
の
六
七
・
七
％

が
申
請
を
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
（
同

年
二
月
二
五
日
時
点
で
は
七
七
八
市
町

村
、
四
七
・
九
％
）。

　
二
〇
二
二
年
二
月
一
七
日
に
内
閣
府

子
ど
も
・
子
育
て
本
部
参
事
官
と
厚
生

労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
子
育
て
支
援
課

が
連
名
で
発
出
し
た
事
務
連
絡
「
保
育

士
・
幼
稚
園
教
諭
等
処
遇
改
善
臨
時
特

例
事
業
等
の
実
施
及
び
交
付
申
請
に
お

い
て
御
留
意
い
た
だ
き
た
い
点
に
つ
い

て
」
に
は
、
や
む
を
得
ず
第
二
回
交
付

決
定
（
＊
事
務
局
注
　
申
請
書
の
提
出

期
限
は
二
月
二
一
日
）
に
交
付
申
請
が

間
に
あ
わ
な
か
っ
た
場
合
、
令
和
四
年

度
に
、
令
和
三
年
度
分
の
経
費
も
併

せ
て
申
請
で
き
る
と
示
さ
れ
て
い
ま

す
（
た
だ
し
、
令
和
四
年
二
月
、
三
月

分
の
賃
金
改
善
額
を
令
和
三
年
度
内
に

支
払
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
本
誌

二
〇
二
二
年
四
月
号「
協
議
会
だ
よ
り
」

参
照
）。

　「
今
回
の
処
遇
改
善
事
業
」
は
、

二
〇
二
一
年
一
一
月
一
九
日
の
閣
議

決
定
の
経
済
対
策
で
示
さ
れ
た
、「
看

護
、
介
護
、
保
育
、
幼
児
教
育
な
ど
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の

対
応
と
少
子
高
齢
化
へ
の
対
応
が
重

な
る
最
前
線
に
お
い
て
働
く
方
々
の

収
入
の
引
上
げ
」
に
、「
学
童
保
育
を

加
え
て
ほ
し
い
」
と
い
う
全
国
各
地
の

関
係
者
の
声
が
全
国
学
童
保
育
連
絡

協
議
会
に
集
め
ら
れ
、
国
や
国
会
議
員

に
要
望
し
つ
づ
け
た
こ
と
も
あ
っ
て

実
現
し
た
も
の
で
す
。
し
か
し
交
付
申

請
の
状
況
を
見
る
と
依
然
と
し
て
市

町
村
格
差
が
あ
り
ま
す
。
今
後
も
国
や

自
治
体
に
、
現
状
の
改
善
を
求
め
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
」
の
参
酌
化
に
伴
う
条

例
改
正
等
の
状
況

　
厚
生
労
働
省
は
、
二
〇
二
一
年
七
月

一
日
時
点
の
「『
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
』
の
参
酌
化
に
伴
う
条
例
改
正
等
の

状
況
に
つ
い
て
」
と
い
う
調
査
結
果
を

発
表
し
ま
し
た
。

◆
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
実
施
し

て
い
る
一
六
二
四
自
治
体
の
う
ち
、

六
二
二
自
治
体
で
「
人
員
配
置
・
資

格
要
件
」
基
準
の
改
定
が
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
（
前
年
比
四
七
増
。
以
下
、

括
弧
内
は
前
年
比
）。「
具
体
的
な
改
正

内
容
」
は
以
下
の
と
お
り
（
複
数
回
答
）

で
す
。

・	

「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
員
数
に

関
す
る
改
正
」
四
四
自
治
体
（
一
二

増
）

・	

「
放
課
後
児
童
支
援
員
の
資
格
要
件

に
関
す
る
改
正
」
一
一
自
治
体
（
一

増
）

・	

「『
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格

研
修
』
修
了
要
件
の
経
過
措
置
延

長
」
六
〇
五
自
治
体
（
四
五
増
）

・	

「
職
員
の
専
任
規
定
に
関
す
る
改

正
」
三
自
治
体
（
増
減
な
し
）

◆
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
員
数
に
つ

い
て
、
国
の
基
準
（
放
課
後
児
童
支
援

員
の
複
数
配
置
が
原
則
）
と
は
異
な
る

規
定
を
設
け
た
四
四
自
治
体
の
、
改
定

内
容
と
自
治
体
数
の
内
訳
は
つ
ぎ
の
と

お
り
で
す
。

・	

「
放
課
後
児
童
支
援
員
の
一
人
配
置

を
可
と
す
る
」　
三
二
自
治
体
（
五

増
）

・	

「
補
助
員
の
二
人
配
置
を
可
と
す

る
」　
四
自
治
体
（
二
増
）

・	

「
放
課
後
児
童
支
援
員
を
置
か
ず
補

助
員
の
一
人
配
置
を
可
と
す
る
」　

五
自
治
体
（
四
増
）

・	

「
そ
の
他
」　
三
自
治
体
（
一
増
）

協
議
会
だ
よ
り
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◆
厚
生
労
働
省
は
、「
基
礎
資
格
を
有

す
る
研
修
未
受
講
者
は
参
酌
化
施
行
後

三
年
の
見
直
し
ま
で
の
間
（
令
和
四
年

度
末
ま
で
）
に
研
修
修
了
を
予
定
し
て

い
る
者
も
補
助
要
綱
上
は
放
課
後
児
童

支
援
員
と
見
な
し
、
こ
れ
ま
で
と
同
様

に
補
助
」
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の

こ
と
も
あ
っ
て
、
経
過
措
置
を
延
長
し

た
自
治
体
が
あ
り
ま
し
た
。
な
か
に

は
、
そ
の
期
間
を
「
三
年
以
上
四
年
未

満
」
と
し
て
い
る
自
治
体
が
一
七
五
、

「
四
年
以
上
」
と
し
て
い
る
自
治
体
も

一
三
八
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
延
長
し

た
主
な
理
由
も
調
べ
て
お
り
、
そ
の
内

容
は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
（
複
数
回

答
）。

・	

「
急
な
退
職
等
の
人
員
不
足
に
対
応

す
る
た
め
」
一
四
四
自
治
体

・	

「
基
礎
資
格
を
持
っ
た
新
規
採
用

者
を
み
な
し
支
援
員
と
し
て
取
扱

い
、
人
員
不
足
に
対
応
す
る
た
め
」

二
〇
六
自
治
体

・	

「
年
度
途
中
に
採
用
さ
れ
た
者
等
に

つ
い
て
、
年
度
内
に
研
修
が
受
け

ら
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
た
め
」

四
二
自
治
体

・	

「
研
修
回
数
や
定
員
が
不
足
し
て
お

り
、
年
度
内
に
全
て
の
研
修
対
象

者
が
受
講
で
き
な
い
た
め
」
五
六

自
治
体

・	

「
そ
の
他
」
一
五
七
自
治
体

◆
条
例
改
定
の
内
容
な
ど
を
事
業
者

や
利
用
者
に
周
知
・
説
明
し
て
い
な

い
と
こ
ろ
が
七
九
あ
り
ま
し
た
（
前

年
比
六
二
減
）。
本
来
、
市
町
村
に
お

い
て
、
条
例
の
内
容
を
変
更
す
る
際

に
は
、
市
町
村
議
会
で
の
議
決
の
前

に
、
住
民
・
利
用
者
へ
の
説
明
が
必

要
で
す
。

◆
「
参
酌
化
に
よ
る
影
響
が
あ
っ
た
」

と
回
答
し
た
自
治
体
は
三
六
三
あ
り
ま

し
た
。
具
体
的
な
内
容
は
つ
ぎ
の
と
お

り
で
す
（
複
数
回
答
）。

・	

「
事
業
の
継
続
が
困
難
で
あ
っ
た

が
、
参
酌
化
に
よ
り
事
業
の
継
続

が
可
能
と
な
っ
た
」
二
八
三
自
治

体
（
一
〇
増
）

・	

「
こ
れ
ま
で
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を

実
施
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
参
酌

化
に
よ
り
新
た
に
事
業
を
開
始
し

た
（
す
る
予
定
）」
二
一
自
治
体
（
四

増
）

・	

「
利
用
児
童
の
少
な
い
夕
方
の
時
間

帯
の
開
所
時
間
を
延
長
す
る
等
、

よ
り
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る

対
応
が
可
能
と
な
っ
た
」
一
六
自

治
体
（
一
増
）

・	

「
急
な
退
職
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、

設
備
運
営
基
準
の
参
酌
化
に
よ
り

運
営
に
支
障
を
来
た
さ
な
く
な
っ

た
」
九
四
自
治
体
（
新
規
項
目
）

　
こ
れ
ら
の
回
答
は
、
参
酌
化
の
好

影
響
を
印
象
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、「
指
導
員
が
一
人

だ
け
で
保
育
を
行
う
状
況
が
継
続
的

に
あ
る
」
状
態
は
、「
そ
の
場
そ
の
と

き
の
直
接
的
な
安
全
を
確
保
す
る
こ

と
」「
緊
急
時
の
対
応
」
に
多
く
の
困

難
が
生
じ
た
り
、「
子
ど
も
の
生
活
空

間
が
狭
め
ら
れ
る
」「
一
斉
活
動
が
増

え
て
活
動
が
制
限
さ
れ
る
」
な
ど
の
状

況
が
生
じ
ま
す
。
な
に
よ
り
「
一
人

ひ
と
り
に
て
い
ね
い
に
関
わ
る
こ
と
」

が
む
ず
か
し
く
、
子
ど
も
を
多
角
的

に
理
解
す
る
こ
と
に
多
く
の
困
難
が

生
じ
ま
す
。

　
一
方
、
市
町
村
の
な
か
に
は
、
国
の

補
助
金
を
活
用
し
て
指
導
員
の
処
遇

改
善
を
図
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す

（
全
体
の
約
二
、三
割
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
）。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
安
定
的
な

雇
用
や
常
勤
化
、
有
資
格
者
の
複
数
配

置
が
実
現
し
、
学
童
保
育
が
子
ど
も
に

と
っ
て
の
「
生
活
の
場
」
と
な
る
こ
と

に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
依
然
と
し
て
多
く
の
地
域

で
、「
求
め
ら
れ
る
職
責
の
重
さ
に
対

し
て
処
遇
が
低
い
」
な
ど
を
理
由
に
離

職
者
が
多
く
、
求
人
し
て
も
人
が
集
ま

ら
な
い
な
ど
、
な
り
手
不
足
が
深
刻
で

す
。
ま
た
、
短
時
間
雇
用
の
職
員
だ
け

で
保
育
を
行
っ
て
い
る
、
職
員
の
入

れ
替
わ
り
が
激
し
い
な
ど
か
ら
、
子
ど

も
や
保
護
者
と
継
続
し
て
関
わ
れ
な

い
状
態
が
生
じ
る
な
ど
、
安
全
に
安
心

し
て
過
ご
す
こ
と
が
困
難
な
状
況
と

な
っ
て
い
る
地
域
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。

　
専
門
的
な
知
識
や
技
能
を
備
え
た
有

資
格
の
指
導
員
が
経
験
を
蓄
積
し
、
子

ど
も
と
安
定
的
に
継
続
し
て
関
わ
れ
る

よ
う
、
指
導
員
が
働
き
つ
づ
け
る
こ
と

の
で
き
る
処
遇
改
善
を
含
め
た
条
件
整

備
を
求
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。


